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司法制度改革審議会意見書（抜粋） 

 

Ⅰ 今般の司法制度改革の基本理念と方向 第２－２ 法曹の役割 

「 国民が自律的存在として、多様な社会生活関係を積極的に形成・維持し発展させ

ていくためには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとしての法曹がいわば

「国民の社会生活上の医師」として、各人の置かれた具体的な生活状況ないしニー

ズに即した法的サービスを提供することが必要である。 

 制度を活かすもの、それは疑いもなく人である。上記のような21世紀の我が国社

会における司法の役割の増大に応じ、その担い手たる法曹（弁護士、検察官、裁判

官）の果たすべき役割も、より多様で広くかつ重いものにならざるをえない。司法

部門が政治部門とともに「公共性の空間」を支え、法の支配の貫徹する潤いのある

自己責任社会を築いていくには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとして

の法曹の役割が格段と大きくなることは必定である。 

 国民が、自律的存在として主体的に社会生活関係を形成していくためには、各人

の置かれた具体的生活状況ないしニーズに即した法的サービスを提供することがで

きる法曹の協力を得ることが不可欠である。国民がその健康を保持する上で医師の

存在が不可欠であるように、法曹はいわば「国民の社会生活上の医師」の役割を果

たすべき存在である。 

 法曹が、個人や企業等の諸活動に関連する個々の問題について、法的助言を含む

適切な法的サービスを提供することによりそれらの活動が法的ルールに従って行わ

れるよう助力し、紛争の発生を未然に防止するとともに、更に紛争が発生した場合

には、これについて法的ルールの下で適正・迅速かつ実効的な解決･救済を図って

その役割を果たすことへの期待は飛躍的に増大するであろう。 

 また、21世紀における国際社会において、我が国が通商国家、科学技術立国とし

て生きようとするならば、内外のルール形成、運用の様々な場面での法曹の役割の

重要性が一段と強く認識される。とりわけますます重要性の高まる知的財産権の保

護をはじめ、高度な専門性を要する領域への的確な対応が求められるとともに、国

際社会に対する貢献として、アジア等の発展途上国に対する法整備支援を引き続き

推進していくことも求められよう。 

 21世紀における、以上のような役割を果たすためには、法曹が、法の支配の理念

を共有しながら、今まで以上に厚い層をなして社会に存在し、相互の信頼と一体感

を基礎としつつ、それぞれの固有の役割に対する自覚をもって、国家社会の様々な
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分野で幅広く活躍することが、強く求められる。」 

 

Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方 序文 

「質的側面については、21世紀の司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性

や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的

資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法

の知見、国際的視野と語学力等が一層求められるものと思われる。 

他方、量的側面については、我が国の法曹人口は、先進諸国との比較において、

その総数においても、また、司法試験、司法修習を経て誕生する新たな参入者数に

おいても、極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況

にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務で

あることは明らかである。 

加えて、真に国民の期待と信頼に応えうる司法（法曹）をつくり育てていくため

には、法律専門職（裁判官、検察官、弁護士及び法律学者）間の人材の相互交流を

促進することも重要である。」 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━ 

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（抜粋） 

 

（法曹養成の基本理念） 

第二条 法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経

済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果た

すべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることが

できる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職

業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その

他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として

行われるものとする。 

一～三 （略） 
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